
【漁業権番号】内共第１３号 

【関係漁業協同組合】長良川漁業協同組合、西濃水産漁業協同組合 

 

変 更 案 現 行 変更理由 
施行予定 

年月日 

（目的） 

第１条 この規則は、長良川漁業協同組合及び西濃水産漁業協同組合（以

下「組合」という。）が共同で有する第５種共同漁業権内共第１３号に

係る漁場（以下単に「漁場」という。）区域において、組合員以外の者

のする当該漁業権の対象となっている水産動植物（あまご、こい、ふ

な、うなぎ、なまず、うぐい、おいかわ及びもくずがにをいう。 以下同

じ。）の採捕（以下「遊漁」という。）についての制限に関して必要な事

項を定めるものとする。 

 

第２条から第３条 略 

 

（遊漁期間） 

第４条 次の表の左欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に

掲げる期間内で行なわなければならない。 

魚  種 期  間 

あまご ２月１日から９月３０日まで 

こい、ふな、うなぎ、なまず、 

おいかわ、うぐい、もくずがに 
１月１日から１２月３１日まで 

２ 略 

 

第５条から第１１条 略 

 

（目的） 

第１条 この規則は、長良川漁業協同組合及び西濃水産漁業協同組合（以

下「組合」という。）が共同で有する第５種共同漁業権内共第１３号に

係る漁場（以下単に「漁場」という。）区域において、組合員以外の者

のする当該漁業権の対象となっている水産動植物（あまご、こい、ふ

な、うなぎ、なまず、うぐい、おいかわ及びもくずがにをいう。 以下同

じ。）の採捕（以下「遊漁」という。）についての制限に関して必要な事

項を定めるものとする。 

 

第２条から第３条 略 

 

（遊漁期間） 

第４条 次の表の左欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に

掲げる期間内で行なわなければならない。 

魚  種 期  間 

あまご ２月１日から９月３０日まで 

こい、ふな、うなぎ、なまず、 

おいかわ、うぐい、もくずがに 
１月１日から１２月３１日まで 

２ 略 

 

第５条から第１１条 略 
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